
（11）職業能力開発の充実

ア　 障害者職業能力開発校における職業訓練
の推進

　一般の公共職業能力開発施設において職業
訓練を受けることが困難な重度の障害のある
人については、障害者職業能力開発校におい
て、職業訓練を実施している。
　平成28年４月１日現在、障害者職業能力開
発校は国立が13校、都道府県立が６校で、全
国に19校が設置されており、国立13校のうち
２校は高齢・障害・求職者雇用支援機構が運
営し、他の11校は都道府県に運営を委託して
いる。
　障害者職業能力開発校は、入校者の障害の
重度化・多様化が進んでいることを踏まえ、
個々の訓練生の障害の態様を十分に考慮し、

きめ細かい支援を行うとともに、職業訓練内
容の充実を図ることにより、障害のある人の
雇用の促進に資する職業訓練の実施に努めて
いる。
　なお、障害者職業能力開発校の就職率につ
いては、障害者基本計画（第３次）において、
平成29年度に65％となるよう目標設定されて
いる。

イ　 一般の公共職業能力開発施設における受
入れの促進

　都道府県立の一般の公共職業能力開発施設
において、精神障害や発達障害のある人を対
象とした訓練コースの設置を促進し、受講機
会の拡充を図っている。
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